
熊本市上下水道局指定給水装置工事事業者の処分基準新旧対照表 

新 旧 備  考 

熊本市上下水道局指定給水装置工事事業者の処分基準 

（趣旨） 

第１条 この基準は、熊本市行政手続条例（平成１０年条例第４２条）第１２条の規定に

基づき、熊本市上下水道局指定給水装置工事事業者（以下「指定工事業者」という。）

の処分（熊本市上下水道局指定給水装置工事事業者規程（平成１０年水道局規程第５

号。以下「規程」という。）第８条の規定による指定の取消し及び規程第９条の規定に

よる指定の効力の停止（以下「指定の停止」という。）をいう。）に関する基準を定める

ものとする。  

 

（処分基準）  

第２条 指定工事業者の処分基準は、別表 1のとおりとする。  

  

（違反行為に対する基礎停止期間） 

第３条 違反行為を行った指定工事業者に対する指定の停止を行う場合に係る基礎停止

期間は、別表２に定めるところによる。ただし、指定の停止の決定に当たっては、違

反行為の態様、影響及びその他の事情等、特に考慮すべき事項があると認められる場

合には、同表に定める基礎停止期間に停止の期間を加重し、又は軽減する。 

（指定の取消し） 

第４条 管理者は、指定工事業者の行為が別表 1の違反行為のいずれかに該当すると認め

た場合において、前条の規定により行うこととされる指定の停止の期間を含め、当該

認めた日から過去 3 年以内における指定の停止の期間が通算して 12 月を超えるとき

は、同条の規定にかかわらず、指定の取消しを行うものとする。 

 

（補則） 

第５条 この基準に定めるもののほか、指定工事業者の処分に関し必

要な事項は、別に定める。 
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